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誓約書

　逗子市ふるさと寄附金事務の一括代行業務委託のプロポーザル参加申込にあたり、実施要領の記載内容を承諾し、下記の応募資格を全て満たしていることを誓約いたします。

⑴　ふるさと納税業務のノウハウを有し、ほかの地方公共団体と別紙「逗子市ふるさと寄附金事務の一括代行業務仕様書」に定める業務内容に類する業務委託契約を締結し、履行した実績を有すること。
⑵　本提案に基づく仕様書の内容を適切かつ確実に実行できる事業規模及び安定的な経営基盤を有する法人であること。
⑶　地方自治法施行令第167条の４第１項各号の規定に該当していないこと。
⑷　破産法（平成16年法律第75号）の規定による破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑸　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者は、更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。
⑹　民事更生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑺　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号及び逗子市暴力団排除条例（平成23年逗子市条例第15号）第２条各号（第４号を除く。）に規定する暴力団等でないこと。
⑻　国又は地方公共団体との契約に関して、参加の希望を表明する時点で、履行期限までの間に、指名停止を受けている期間がないこと。
⑼　個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報の保護のために必要な措置（プライバシーマーク（（一財）日本情報経済社会推進協会が認定するものをいう。）等の認証取得又は社内での情報セキュリティ方針の策定等）を講じているとともに、提供システムのセキュリティ対策の技術を有すること。
⑽　国税及び県民税並びに市町村民税について滞納がないこと。
⑾　逗子市競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

※プライバシーマーク等を認証取得している場合にあってはその証書の写し、社内での情報セキュリティ方針等を策定している場合にあってはその内容が分かるものを添付すること。
